
議案第４０号

大崎市議会議員定数条例

上記議案を別紙のとおり，地方自治法第１１２条及び大崎市議会会議規則第

１４条第１項の規定により提出いたします。

平成２５年２月１９日

大崎市議会議長 栗 田 彰 様

提 出 者 大崎市議会議員 佐 藤 勝

賛 成 者 〃 後 藤 錦 信

〃 〃 門 間 忠

〃 〃 山 村 康 治

〃 〃 加 藤 善 市

〃 〃 高 橋 憲 夫

〃 〃 豊 嶋 正 人

〃 〃 山 田 和 明



大崎市議会議員定数条例

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第１項の規定による大

崎市議会の議員の定数は，３０人とする。

附 則

この条例は，公布の日から施行し，同日以後初めてその期日を告示され

る一般選挙から適用する。


